
 

 

様式第９  法第49第１ 項（ 農林水産省令第７ 条第２ 項及び内閣府・ 農林水産省令第１ 条第２

項） 及び第50条第１ 項関係（ 農地転用の許可）  

 

農地法第５ 条第１ 項の規定によ る 許可に関する 事項 
 

法第49条第１ 項又は第２ 項

の農林水産大臣の同意を得

た土地利用方針に係る 復興

整備事業の名称等 

事業名 地区名 事業主体 

 双葉町 

養液栽培施設整備事業 

 

 

中田地区 

 

 

双葉町 

 

 

図面記号  

    L 

 

１  当事者の住所等 

（ ※１ ）  

当事者の別 氏  名 住     所 

譲 受 人 双葉町 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73-4 

譲 渡 人   

 

２  土地の所在等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の所在 

 

 

 

 

 

 

地 番 

 

 

 

 

 

地 目 

 

 

 

 

面 積 

 

 

 

( ㎡)  

所有権以外の使 

用収益権が設定 

さ れている 場合 

（ ※２ ）  

 

土地利用区分 

 

 

登記簿 

 

 

現 況 

 

 

権利の 

種 類 

 

権利者の 

氏名又は

名称 

農振法 

 

 

都 市 

計画法 

 

         

         

計              ㎡（ 田   ㎡ 畑  ㎡）  

３  権利を設定し 又は

移転し よ う と する 契

約の内容 

 

権利の種類 

 

権利の設定、  

移転の別   

権利の設定、  

移転の時期  

権 利 の 

存続期間 

その他 

 

所有権 移転 復興整備計画

公表後 

永年  

４  転用する こ と によ

って生ずる 付近の農

地作物等の被害の防

除施設の概要 

・ 養液栽培施設は2. 19ｈ aの造成工事を伴う ため、 排水流量増対策と し て敷地内

に調整池を設け下流区域へ影響のないよ う 造成設計を 行う 。 ま た、 工事着工の

60日前ま でに「 盛土規制法に基づく 許可申請」 を福島県に提出する 。  

・ 近隣農地については今後の農地の保全管理や営農再開に支障のないよ う に配

慮する 。  

 

 

 

 

 

 

別紙（ 1） のと おり  

別紙（ 2） のと おり  



 

 

記載上の注意事項 

１  東日本大震災復興特別区域法第 46 条第２ 項第４ 号に規定する 復興整備事業の地区ごと に記載する こ

と 。  

２  図面記号の欄は、 復興整備計画の「 復興整備事業に係る 事項」 に記載さ れている 図面記号を記載する

こ と 。  

３  「 当事者の住所等」 の欄は、 法人にあっては、 その名称及び主たる 事務所の所在地並びに代表者の氏

名を記載する こ と 。  

４  譲渡人が２ 人以上である 場合には、 １ 及び２ の欄には「 別紙記載のと おり 」 と 記載する こ と 。 こ の場

合の別紙の様式は、 次の別紙１ 及び別紙２ のと おり と する こ と 。



 

 

 

（ 別紙２ ）  ２ の欄  土地の所在等 
 

 

所  在 

 

 

地番 

 

地  目 

 

 

面 積 

 ( ㎡)  

所有権以外の使用

収益権が設定さ れ

ている 場合( ※２ )  

 

土地利用区分 

 

登記簿 

 

現 況 

権利の 

種 類 

権利者の

氏名又は

名称 

 

農振法 

都市 

計画法 

双葉町大字中田

字川原田 
2番 畑 畑 492 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
3番1 田 田 957 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
4番1 田 田 2871 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
24番 田 田 975 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字廹間田 
33番1 畑 畑 114 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字廹間田 
42番 畑 畑 52 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
22番 田 田 1954 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
25番 田 田 2154 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
27番 田 田 5143 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
47番 田 田 1696 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
44番 田 田 985 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
45番 田 田 1034 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

双葉町大字中田

字川原田 
46番 田 田 951 なし  なし  農振地域内 

農用地区域内 

非線引き 都市計画区域の用途地

域外 

計   13筆 19, 378㎡ （ 田 18, 720㎡、 畑 658㎡）  

 



 

 

（ 注）  本表は、 （ 別紙１ ） の譲渡人の順に名寄せし て記載し てく ださ い。                           

 

添付資料 

１  土地の位置を示す地図（ 2, 500 分の１ 程度） 及び土地の登記事項証明書 

２  転用する 行為の妨げと なる 権利を有する 者の同意の証明書 

３   被災関連市町村等以外の者が事業を実施する 場合は、 事業実施に必要な資金計画 

４  土地改良区の地区内にある 場合は、 当該土地改良区の意見書 

５  その他参考と なる べき 書類 

 

（ 注意）  

１   ※１ 、 ※２ の欄及び添付資料については、 個人情報保護の観点から 必要な配慮を行う こ と 。  

２  法第50条第１ 項の規定に基づき 、 法第49条第１ 項又は第２ 項の同意を得た土地利用方針に係る 復興整

備事業に関する 事項が記載さ れた復興整備計画が法第46条第６ 項の規定によ り 公表さ れた場合は、 復興

整備事業の農地法第５ 条第１ 項の許可に係る 権利の設定又は移転の当事者に対し て、 その旨及び農地法

第５ 条第１ 項の許可があったも のと みなさ れたこ と を、 本様式を添付し て書面によ り 通知する こ と 。  

なお、 当該書面は不動産登記法の規定によ る 登記の申請に必要と なる こ と に留意する こ と 。  


